
証券コード　9176

平成30年３月13日

株 主 各 位
新 潟 県 佐 渡 市 両 津 湊 3 5 3 番 地

佐 渡 汽 船 株 式 会 社
代表取締役社長 小 川 　 健

第156期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第156期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議
決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年３月27日（火曜
日）午後５時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

１．日 時 平成30年３月28日（水曜日）午後１時（受付開始予定正午）
２．場 所 新潟県佐渡市両津湊353番地

佐渡汽船株式会社　本社会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第156期（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）計

算書類報告の件
２．第156期（平成29年１月１日から平成29年12月31日まで）事

業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連
結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
議　案 取締役８名選任の件

以　上

◎　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。
　なお、総会終了後、引き続いて恒例による株主懇談会を開催いたしますので
お含みおきください。

◎　本定時株主総会招集ご通知に提供すべき書類のうち、計算書類の「個別
注記表」及び連結計算書類の「連結注記表」につきましては、法令及び
当社定款第15条の規定に基づき、当社のホームページ（アドレス　http://
www.sadokisen.co.jp）の「ＩＲ情報」に掲載しておりますので、本定時
株主総会招集ご通知には記載しておりません。

◎　本定時株主総会招集ご通知に記載しております株主総会参考書類並びに事業
報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合には、当社のホームペー
ジ（アドレス　http://www.sadokisen.co.jp）に掲載し周知させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで）

１．会社の現況
(1) 当事業年度の事業の状況

　①　事業の経過及び成果

　当事業年度における我が国の経済は、欧米主要国の経済が回復し、心配

された中国経済の落ち込みもなく、国内外の需要が堅調に推移するなか、

平成24年12月から61カ月連続で景気拡大し、ＧＤＰは８四半期連続の成長

を記録するなど、総じて緩やかな回復基調が続きました。一方、地方経済

においては、一部企業で好収益や設備投資の持ち直しが見られるものの、

人口減少の継続、労働力不足及び将来不安による消費者マインドの冷え込

み等により、都心部における経済の回復基調を実感できない状況となって

います。

　旅客船業界におきましては、地方における人口減少、観光ニーズの多様

化等により、旅客輸送人員は減少傾向が続いており、引き続き厳しい経営

環境が続いております。また、老朽船舶の代替えや海事産業に従事する人

材の確保の課題など、依然として懸念材料が山積しております。

　このような状況のもと当社は、①安全運航の徹底、②お客様の減少傾向

をとめる、③貨物部門の効率化と赤字航路の見直しの３項目を重点課題と

し、当事業年度の輸送量目標を旅客輸送人員で154万人、自動車航送換算台

数は21万５千台、貨物輸送トン数を15万９千トンと見込み、目標達成に向

けて営業を強化し、積極的に事業を展開いたしました。

　第１四半期（１月から３月まで）は、企画募集団体の減少、各種乗用車

航送特別割引の期間短縮などから、旅客輸送人員、自動車航送換算台数と

もに前年同期を下回りました。また、貨物輸送トン数も全体的な荷動きが

低調に推移したことから、前年同期を下回りました。

　続く第２四半期（４月から６月まで）は、ゴールデンウィーク期間中が

曜日配列にも恵まれたこと、営業施策として訪日外国人観光客の誘致に取

り組んだ結果、訪日外国人観光客が増加したことなどにより、輸送状況は

回復基調で推移し、前年同期並みとなりました。

　また、４月１日より「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地

域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」に基づき、国及び関係自治

体の補助を受けて佐渡市民旅客運賃（佐渡市民割引）を新設、実施したこ

とにより、カーフェリーからジェットフォイルへの転移が見られました。
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　当社にとって最盛期となる第３四半期（７月から９月まで）は、７月か

ら８月の天候不順に加え、８月には台風５号が、９月の３連休には台風18

号が相次いで当地方を通過したことにより、欠航や旅行キャンセル等の大

きな影響を受けました。その結果、旅客輸送人員、自動車航送換算台数、

貨物輸送トン数ともに前年同期を下回りました。特に観光客利用が多い直

江津航路においては、一昨年の春に就航した高速カーフェリー「あかね」

の新造効果が薄れてきており、旅客輸送人員、自動車航送換算台数が大き

く減少しました。

　第４四半期（10月から12月まで）は、台湾を中心とする訪日外国人観光

客が堅調に増加したものの、10月に発生した台風21号、22号の影響や天候

不順が続いたことなどにより、旅客輸送人員は前年同期を下回りました。

　また、自動車航送換算台数は若干増加したものの、貨物輸送トン数は、

主要品目である柿、米の輸送が減少し、前年同期を下回りました。

　当事業年度の旅客輸送人員は147万2,144人（前事業年度比2.2％減、３万

3,692人の減少）、自動車航送換算台数は20万9,778台（前事業年度比0.1％

増、100台の増加）、貨物輸送トン数は15万9,261トン（前事業年度比0.3％

減、449トンの減少）となりました。

　なお、航路別の旅客輸送人員及び自動車航送換算台数は以下のとおりです。

　新潟航路は、カーフェリー輸送人員が82万2,811人（前事業年度比6.2％

減、５万4,589人の減少）、ジェットフォイル輸送人員が50万2,322人（前

事業年度比10.6％増、４万8,206人の増加）、合計132万5,133人（前事業年

度比0.5％減、6,383人の減少）、自動車航送換算台数は18万5,620台（前事

業年度比1.2％増、2,179台の増加）となりました。

　直江津航路は、カーフェリー輸送人員が12万9,736人（前事業年度比

15.8％減、２万4,389人の減少）、高速カーフェリー「あかね」のドックス

ケジュールの都合上、11月に設定したジェットフォイル輸送人員が781人

（前事業年度は臨時便設定で65人）、合計13万517人（前事業年度比15.4％

減、２万3,673人の減少）、自動車航送換算台数は２万4,158台（前事業年

度比7.9％減、2,079台の減少）となりました。

　寺泊航路の高速船輸送人員は１万6,494人（前事業年度比18.1％減、3,636

人の減少）となりました。

　以上の結果、当事業年度の営業収益は、80億8,386万１千円（前事業年度

比5.9％増、４億5,308万円の増加）、営業利益は501万３千円（前事業年度

は３億436万１千円の損失）、経常損失は4,268万３千円（前事業年度は３

億7,247万７千円の損失）、当期純損失は１億9,256万７千円（前事業年度

は５億6,760万８千円の損失）となりました。
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②　部門別輸送状況（以下、△は前事業年度に比べ減少したことを表します。）

部　門

第 154 期
（平成27年度）

第 155 期
（平成28年度）

第 156 期
（平成29年度・当事業年度）

輸 送 量 前事業年度比 輸 送 量 前事業年度比 輸 送 量 前事業年度比

人 ％ 人 ％ 人 ％
旅 客 部 門
（ 旅 客 輸 送 人 員 ） 1,557,189 △1.4 1,505,836 △3.3 1,472,144 △2.2

台 ％ 台 ％ 台 ％
自動車航送部門
（ 航 送 換 算 台 数 ） 212,702 △2.9 209,678 △1.4 209,778 0.1

トン ％ トン ％ トン ％
貨 物 部 門
（貨物輸送トン数） 168,800 △8.2 159,710 △5.4 159,261 △0.3

（注）　自動車航送部門の航送換算台数は乗用車換算です。

③　設備投資の状況

　当事業年度中において実施いたしました設備投資の総額は５億1,384万

８千円で、その主なものは次のとおりであります。

ア．当事業年度中に実施した主要な設備投資

（建設仮勘定）新潟港万代島旅客上屋耐震補強工事 79,614千円

イ．当事業年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

　　④　資金調達の状況

　該当事項はありません。

⑤　事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

　該当事項はありません。

⑥　他の会社の事業の譲受けの状況

　該当事項はありません。

⑦　吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　  該当事項はありません。

⑧　他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

　  該当事項はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　分
第153期

（平成26年度）
第154期

（平成27年度）
第155期

（平成28年度）
第156期

(平成29年度・当事業年度)

営 業 収 益 (千円) 8,361,526 8,163,550 7,630,781 8,083,861

経常利益又は経常損失
（ △ ） （ 千 円 ）

△161,586 124,788 △372,477 △42,683

当 期 純 利 益 又 は
当期純損失（△）（千円）

△278,189 590,918 △567,608 △192,567

１株当たり当期純利益
又 は １ 株 当 た り
当期純損失（△）（円）

△19.60 41.61 △39.97 △13.55

総 資 産 (千円) 12,900,845 13,591,898 12,796,677 12,476,069

純 資 産 (千円) 1,769,608 2,374,571 1,810,358 1,593,886

１株当たり純資産 (円) 120.72 162.67 122.80 109.56

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済

株式総数により、１株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算

出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

　　該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

千円 ％
㈱ 佐 渡 歴 史 伝 説 館 50,000 100.0 売店・飲食業及び観光施設業

佐 渡 汽 船 商 事 ㈱ 　49,000 100.0 売店・飲食業

佐 渡 汽 船 観 光 ㈱ 47,300 100.0 旅行業

万 代 島 ビ ル テ ク ノ ㈱ 12,800 100.0 建物サービス業

佐渡汽船シップマネジメント㈱ 9,000 100.0 船舶管理業

佐渡汽船シップメンテナンス㈱ 9,000 100.0 船舶修繕業

小 木 観 光 ㈱ 40,000 75.0 売店・飲食業

㈱佐渡西三川ゴールドパーク 50,000 71.4 観光施設業

両 津 南 埠 頭 ビ ル ㈱ 100,000 67.6 不動産賃貸業

㈱ＳＡＤＯ二ツ亀ビューホテル 82,500 55.8 旅館業

佐 渡 汽 船 運 輸 ㈱ 79,000 55.1 一般貨物自動車運送業

（注）特定完全子会社に該当する子会社はありません。

　　③　企業結合の成果

　　　当社の連結子会社は、上記の11社であります。

当連結会計年度の売上高は113億9,163万４千円（前連結会計年度比3.9％

増）、営業利益は8,669万９千円（前連結会計年度は１億7,260万９千円の
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損失）、経常損失は3,265万２千円（前連結会計年度は３億529万５千円の

損失）、親会社株主に帰属する当期純損失は２億182万４千円（前連結会計

年度は５億2,980万２千円の損失）であります。

(4) 対処すべき課題

  今後の我が国経済は、良好な米国経済を背景に、株価も上昇トレンドが継

続し、輸出産業を中心に業績拡大が期待されます。しかし、不安定な為替相

場や原油価格の影響等も含め、国内景気の先行きの不透明感は継続していく

ものと思われます。

　一方、全国的に離島航路は、過疎化・高齢化に伴う旅客・貨物の輸送量の

減少、老朽船舶の代替建造など、その運営は厳しい状況下にあり、佐渡島も

過疎化・高齢化が急速に進行しており、また、老朽船舶の代替建造も喫緊の

課題となっております。

　そのような離島の課題を踏まえ、平成29年４月１日に施行された「有人国

境離島特措法」（有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る

地域社会の維持に関する特別措置法）に基づく国の「地域社会維持交付金」

を活用した佐渡航路の運賃低廉化事業により、佐渡市民の利便性向上と交流

人口の拡大を目指し、引き続き、各種施策が進められているところです。

　また、昭和48年の航路開設から、恒常的に収支の赤字が続いている寺泊赤

泊航路の平成30年の運航については、地域住民及び関係自治体と協議の結

果、週末を中心とした限定的なものに変更し、併せて、同航路の平成31年以

降の運航継続は、引き続き関係者と協議していく方向性となっています。

　加えて、国内観光需要の減少が予想されるなか、当社主導により、平成29

年６月30日に設立された「新潟・佐渡観光推進機構株式会社」と連携し、訪

日外国人観光客誘致の取り組みをさらに強化していきます。

　このような厳しい経営環境を踏まえ、平成30年の対処すべき重点課題とし

て、①安全運航の徹底、②お客様の減少傾向をとめる、③グループ会社の健

全化に努めるの３項目を掲げ、その達成に向けて全社一丸となって取り組ん

でまいります。

　①　安全運航の徹底

　　ア．当社は、安全で安定した運航を提供することが重要な使命であり、

　　　企業経営の根幹と位置付け、最も基本的なサービスと考えております。

　　　そのため、経営トップが主体的に策定した平成30年の「安全方針」及

　　　び「安全重点施策」を全社一丸となって確実に実行してまいります。

　　　さらに、安全管理規程に基づいて構築した安全管理体制を確実に機能

　　　させると共に、経営トップ自らが常に事業の安全に関心を持ち、報

　　　告された課題の把握分析を行い、その分析結果に対応した改善策を的

　　　確かつ迅速に実行してまいります。
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　　イ．構築した安全管理体制の継続的な見直し・改善を図るため、ＰＤＣ

　　　Ａサイクルを確実に機能させます。

　　ウ．旅客船では、リスクマネージャーと連携し、ヒヤリ・ハットレポー

　　　ト・ニュースに基づくグループディスカッションの実施により、事例

　　　情報を共有します。また、ヒューマンエラー対策として、積極的なチ

　　　ャレンジを励行し、「ＢＲＭ」活動のスパイラルアップを図ります。

　　　加えて、個人レベルのヒューマンエラー対策としてメリハリのある

　　　「指差呼称」と作業前の危険予知の確実な実行に取り組みます。
　　　(注) ＢＲＭ（ブリッジ・リソース・マネジメント）
　　　　　　ブリッジ（船橋）で利用可能なリソース（資源：人・物・情報）を操船
　　　　　　実務者のメンバーが、安全意識及び安全行動として有効に活用するため
　　　　　　の手法。

　　エ.ジェットフォイルでは、上記「ウ」に加えて、鯨類との衝突対策と

　　　して、目撃情報、ハザードマップを活用した適切な減速区間を設定、

　　　厳守することにより、衝突回避を図ると共に、シートベルトの着用

　　　と減速区間航行時の注意喚起を徹底します。

　　オ．貨物船におきましては、「安全最優先」を原則として、何でも話し

　　　合える明るい職場環境をつくり、「報告・連絡・相談」を確実に行い

　　　ます。また、各現場から集めたヒヤリ・ハット情報を分析し、事前の

　　　対策と危険の認識を深めることで、重大な事故を未然に防ぎ、「指差

　　　呼称」を各作業マニュアルに反映させて確実に実行してまいります。

　　カ．陸上部門におきましては、荷役作業に関連する「フォークリフト運

　　　転マニュアル」を徹底遵守することにより、荷役作業中の事故の撲滅

　　　を図ります。また、ヒヤリ・ハット情報を活用した「安全に関する話

　　　し合い」を推進すると共に、事例情報の分析からヒューマンエラー

　　　対策を策定・実践し、組織全体の安全風土の強化を図ります。加え

　　　て、個人レベルのヒューマンエラー対策として、メリハリのある「指

　　　差呼称」の徹底実施に取り組んでまいります。

　②　お客様の減少傾向をとめる

　　ア．お客様サービスのさらなる向上

　　　a.「佐渡汽船グループお客様サービス向上委員会」をその活動の中心

　　　　に位置付け、離島航路No.1の顧客満足度を目指し、同委員会のプロ

　　　　ジェクト会議での議論の深化やお客様サービスに向けた具体的メニ

　　　　ューの検討を進め、実施状況を確認することでＰＤＣＡサイクルを

　　　　徹底してまいります。

　　　b.当社公式Facebook及びInstagram等を活用し、クチコミによる魅力

　　　　拡散を図ることで共感者の増加に繋げ、佐渡島のイメージアップに

　　　　貢献します。

　　　c.スマートフォンの普及に対応するため、当社ホームページの全面改
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　　　　修、船内Wi-Fi環境の改善等を推進し、予約方法の利便性向上や利

　　　　用促進を図ります。また、カーフェリー船内でのイベント開催、待

　　　　合室での飾りつけ等を拡充し、「船旅の魅力度アップ」や「待合室

　　　　のにぎわいの創造」を図ります。

　　イ．効率的な営業活動の推進、商品開発のさらなる注力

a.平成30年の年間輸送人員目標である148万人の達成に向け、目標と実

績の管理を徹底し、計画の実施状況を確認することで、未達部分へ

の手当を早めに行います。

　　　b.佐渡観光セールスにおきましては、団体誘致は「選択と集中」を推

　　　　進して誘致の可能性の高い組織団体を絞り込み、中長期的な計画で

　　　　の獲得に努めると共に、新しい観光スポットなどをタイムリーに情

　　　　報提供することで、新規観光コースの設定を各旅行社へ働き掛けて

　　　　まいります。

　　　　　一方、個人客誘致にあたりましては、佐渡の新しい情報及び魅力

　　　　等をＳＮＳの積極的活用で発信を強化し、併せて、効果的な営業割

　　　　引施策の実施で交流人口の増加に取り組みます。

　　ウ．佐渡のホテル、観光施設の活性化に貢献

　　　a.外部機関と連携し、島内宿泊施設、観光施設等の再生・リニューア

　　　　ルを支援します。

　　　b.「佐渡金銀山」の世界文化遺産登録を実現させるべく、当社グルー

　　　　プを挙げて推進役となり、関係各所への働き掛けを行うと共に、各

　　　　種会合やＰＲ活動に積極的に参画します。

　　エ．訪日外国人観光客誘致のための取り組みを推進

　　　a.訪日外国人観光客のさらなる誘致を目的に、当社主導で立ち上げた

　　　　「新潟・佐渡観光推進機構株式会社」との連携を強化し、効率的な

　　　　海外プロモーションを展開することで、佐渡への誘客を図ります。

　　　b.当社も加盟する「新潟・佐渡インバウンド推進連絡会」との連携を

　　　　深め、免税店導入に向けた準備、外国語によるコミュニケーション

　　　　力向上など、グループ会社施設での受入体制を整備していきます。

　③　グループ会社の健全化に努める

　　ア．赤字体質にあるグループ会社について、当社経営企画部が中心とな

　　　り、定期的に各社経営陣及び実務担当者と議論の場を設け、課題の洗

　　　い出しを行い、具体的な方向性等を決定することで、収益力向上の支

　　　援を図ります。

　　イ．島内施設については、抜本的な見直しに着手します。その一環とし

　　　て、佐渡島特有の観光資源を活用したリニューアル化の検討を開始し

　　　ます。
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　以上のように役職員一同、力を合わせ、安全で安定した運航を確保し、会

社の健全経営に向け努力いたします。公共交通機関の使命である安全を第一

に、お客様に信頼され、喜ばれ、愛される佐渡汽船を目指すと共に、離島航

路No.1の良質なサービスをお客様に提供してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成29年12月31日現在）

　当社の主要な事業内容は本土と佐渡島間の海上運送事業で、旅客部門・自

動車航送部門・貨物部門に分かれております。

(6) 主要な営業所（平成29年12月31日現在）

①　本　　社　　新潟県佐渡市

②　両津支店　　新潟県佐渡市

③　新潟支店　　新潟県新潟市

(7) 使用人の状況（平成29年12月31日現在）

　当社の使用人の状況

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

176（4）名 1名増（△1） 45.7歳 12.6年

（注）使用人数は就業員数であり、臨時社員及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で

　　記載しております。
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(8) 主要な借入先の状況（平成29年12月31日現在）

借 入 先 借 入 金 残 高

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン ( 注 １ ） 1,685,550千円

独立行政法人　鉄道建設・運輸施設整備支援機構 1,666,875千円

株 式 会 社 北 越 銀 行 1,204,536千円

株 式 会 社 第 四 銀 行 1,088,339千円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 1,008,760千円

新 潟 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 486,626千円

株 式 会 社 大 光 銀 行 121,494千円

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 246,356千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 200,000千円

新 潟 信 用 金 庫 85,060千円

(注)１．シンジケートローンは、株式会社第四銀行を主幹事とする計６行からの協調融資による

　　　ものであります。

　　２．上記借入金残高のほかに、下記社債の当事業年度末残高があります。

　　　　株式会社第四銀行　1,381,540千円

　　　　株式会社北越銀行　　407,600千円

　　　　株式会社大光銀行　　 30,000千円

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．株式等の状況

(1) 株式の状況（平成29年12月31日現在）

①　発行可能株式総数　　　　　　  40,000,000株

②　発行済株式の総数　　　　　　  14,275,450株

③　株主数　　　　　　　　　　　　　　 1,720名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

新 潟 県 5,454,500株 38.34％

佐 渡 農 業 協 同 組 合 614,446株 4.31％

株 式 会 社 第 四 銀 行 418,700株 2.94％

古 川 茂 代 277,868株 1.95％

株 式 会 社 神 田 造 船 所 254,500株 1.78％

株 式 会 社 北 越 銀 行 252,700株 1.77％

新 潟 県 観 光 物 産 株 式 会 社 237,737株 1.67％

川重ジェイ・ピイ・エス株式会社 227,200株 1.59％

株 式 会 社 和 田 商 会 212,700株 1.49％

新 潟 交 通 株 式 会 社 203,340株 1.42％

（注）１．大株主は、平成29年12月31日現在の株主名簿によるものであります。
　　　２．持株比率は、自己株式（49,574株）を控除して計算しております。
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(2) 新株予約権等の状況

①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価とし

て交付された新株予約権の状況

第１回新株予約権 第２回新株予約権

発行決議日 平成22年３月26日 平成23年３月25日

新株予約権の数 　　　　　　　　　 123個 127個

新株予約権の目的となる　
株式の種類と数

普通株式　　　　12,300株
（新株予約権１個につき100株）

普通株式　　　　12,700株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり 25,000円

（１株当たり250円）
但し、新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権１個当たり 23,600円
（１株当たり236円）

但し、新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　100円
（１株当たり１円）

新株予約権１個当たり　100円
（１株当たり１円）

権利行使期間
平成22年４月13日から
平成52年４月12日まで

平成23年４月12日から
平成53年４月11日まで

行使の条件 （注１）、（注２）、（注３） （注１）、（注２）、（注３）

役
員
の
保
有
状
況

取締役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 86個
目的となる株式数

8,600株
保有者数 3名

新株予約権の数 89個
目的となる株式数

8,900株
保有者数 3名

社外取締役

新株予約権の数 －個
目的となる株式数

－株
保有者数 －名

新株予約権の数 －個
目的となる株式数

－株
保有者数 －名

監査役

新株予約権の数 37個
目的となる株式数

3,700株
保有者数 1名

新株予約権の数 38個
目的となる株式数

3,800株
保有者数 1名
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第３回新株予約権 第４回新株予約権

発行決議日 平成24年３月28日 平成25年３月27日

新株予約権の数 　　　　　　　　　 126個 206個

新株予約権の目的となる　
株式の種類と数

普通株式　　　　12,600株
（新株予約権１個につき100株）

普通株式　　　　20,600株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり 27,200円

（１株当たり272円）
但し、新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権１個当たり 23,900円
（１株当たり239円）

但し、新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　100円
（１株当たり１円）

新株予約権１個当たり　100円
（１株当たり１円）

権利行使期間
平成24年４月14日から
平成54年４月13日まで

平成25年４月13日から
平成55年４月12日まで

行使の条件 （注１）、（注２）、（注３） （注１）、（注２）、（注３）

役
員
の
保
有
状
況

取締役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 92個
目的となる株式数

9,200株
保有者数 4名

新株予約権の数 151個
目的となる株式数

15,100株
保有者数 4名

社外取締役

新株予約権の数 －個
目的となる株式数

－株
保有者数 －名

新株予約権の数 －個
目的となる株式数

－株
保有者数 －名

監査役

新株予約権の数 34個
目的となる株式数

3,400株
保有者数 1名

新株予約権の数 55個
目的となる株式数

5,500株
保有者数 1名
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第５回新株予約権 第６回新株予約権

発行決議日 平成26年３月27日 平成27年３月26日

新株予約権の数 　　　　　　　　　 174個 　　　　　　　　　 100個

新株予約権の目的となる　
株式の種類と数

普通株式　　　　17,400株
（新株予約権１個につき100株）

普通株式　　　　10,000株
（新株予約権１個につき100株）

新株予約権の払込金額
新株予約権１個当たり 25,200円

（１株当たり252円）
但し、新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権１個当たり 28,900円
（１株当たり289円）

但し、新株予約権と引換えに払い込みは要しない

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額

新株予約権１個当たり　100円
（１株当たり１円）

新株予約権１個当たり　100円
（１株当たり１円）

権利行使期間
平成26年４月12日から
平成56年４月11日まで

平成27年４月11日から
平成57年４月10日まで

行使の条件 （注１）、（注２）、（注３） （注１）、（注２）、（注３）

役
員
の
保
有
状
況

取締役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 133個
目的となる株式数

13,300株
保有者数 5名

新株予約権の数 76個
目的となる株式数

7,600株
保有者数 5名

社外取締役

新株予約権の数 －個
目的となる株式数

－株
保有者数 －名

新株予約権の数 －個
目的となる株式数

－株
保有者数 －名

監査役

新株予約権の数 41個
目的となる株式数

4,100株
保有者数 1名

新株予約権の数 24個
目的となる株式数

2,400株
保有者数 1名

（注）１．新株予約権者は、当社の取締役並びに監査役に在任中は行使することができず、

いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り行使す

ることができます。

　　　　　また、新株予約権者が当社子会社の取締役である場合には、当該取締役の在任中

は行使することができず、その地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日まで

の間に限り行使することができます。

　　　２．新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、当該被相続人が死亡した日の翌日

から６ヶ月を経過するまでの間に限り、これを行使することができるものとしま

す。

　　　３．その他の権利行使の条件につきましては、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約」の定めによります。
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　②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予

約権の状況

　　　該当事項はありません。

　③　その他新株予約権等に関する重要な事項

　　　平成29年３月28日の定例取締役会において、株式報酬型ストックオプ

ション（新株予約権）の報酬規程について、以下のとおり改定すること

を決議いたしました。

　　ア．新株予約権者が行使する場合、第１回から第６回までの割当個数の

　　　半分を当社と各新株予約権者が締結している｢新株予約権割当契約書｣

　　　第５条（新株予約権の放棄）の規程に基づき放棄する。ただし、その

　　　該当者は当社の常勤取締役とし、同監査役および子会社（佐渡汽船シ

　　　ップマネジメント株式会社、佐渡汽船シップメンテナンス株式会社）

　　　の取締役は対象外とする。

　　イ．株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の権利行使にあたっ

　　　ては、その担当部署の責任度合を踏まえ、割当済みの新株予約権の個

　　　数を調整する場合がある。

　　ウ．株式報酬型ストックオプション（新株予約権）は継続するものの、

　　　当期純損益が黒字とならない限り、発行はしない。
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３．会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況（平成29年12月31日現在）

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 小 川 　 健

税理士法人小川会計  　代表社員（税理士）
株 式 会 社 Ｋ Ｂ Ｓ 　 代 表 取 締 役
株式会社新潟事業承継パートナー　代表取締役
新潟・佐渡観光推進機構株式会社　代表取締役社長

代 表 取 締 役 専 務 尾 﨑 弘 明

常 務 取 締 役 佐 藤 賢 一
海 務 部 長
安 全 統 括 管 理 者

取 締 役 相 談 役 木 村 　 毅 万代島ビルテクノ株式会社　代表取締役社長

取 締 役 山 中 一 秀 営 業 部 長

取 締 役 渡 　  　 幸 　 計 経 営 企 画 部 長

取 締 役 近 藤 光 雄 株式会社近藤組　代表取締役社長

常 勤 監 査 役 臼 杵 　 章

監 査 役 中 川 昌 司
有限会社中川瓦店　取締役会長
佐渡瓦斯株式会社　代表取締役社長

監 査 役 金 子 英 明 金子英明税理士事務所　代表（税理士）

（注）１．取締役近藤光雄氏は社外取締役であります。
２．監査役中川昌司氏及び金子英明氏は社外監査役であります。
３．取締役近藤光雄氏は、他社での豊富な企業経営経験から、幅広く高度な見識と知見を

有するものであります。
同氏は、平成28年３月より、当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は平成
30年３月28日開催予定の第156期定時株主総会終結の時をもって２年であります。

４．常勤監査役臼杵　章氏は、長年当社の経理業務を担当しており、財務及び会計に関す
る相当程度の知見を有するものであります。

５．監査役中川昌司氏は、長年会社経営に携わり、幅広く高度な見識と豊富な経験を有す
るものであります。

６．監査役金子英明氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の
知見を有するものであります。

７．当社は、取締役近藤光雄氏並びに監査役金子英明氏を東京証券取引所に対して、独立
役員として届け出ております。

８．平成29年３月28日開催の第155期定時株主総会終結の時をもって、本間悦郎氏、渡邊　
均氏及び遠藤達雄氏は、任期満了により、取締役を退任いたしました。
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(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社と社外取締役近藤光雄氏及び各監査役は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結して

おります。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める

額を責任の限度としております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 人 数 報 酬 等 の 額

取 締 役 9 名 46,068 千円

（ う ち 社 外 取 締 役 ） (1) 名 (370) 千円

監 査 役 3 名 9,298 千円

（ う ち 社 外 監 査 役 ） (2) 名 (2,181) 千円

合 計 12 名 55,367 千円
 

（注）１．上記の報酬等の額には、平成29年３月28日開催の第155期定時株主総会終結の時をもっ
て退任した取締役３名（うち社外取締役１名）を含んでいます。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
また、取締役に係る支給人員については、当事業年度に在任した取締役のうち無報酬
の１名を除いております。

３．取締役の報酬限度額は、平成22年３月26日開催の第148期定時株主総会において年額
102,000千円以内（但し、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。

４．監査役の報酬限度額は、平成22年３月26日開催の第148期定時株主総会において年額
36,000千円以内と決議いただいております。

５．上記の報酬等の額には、平成29年４月１日付の「ストックオプション（新株予約権）
報酬規程」の改定より、ストックオプションによる報酬額は含まれておりません。

(4) 社外役員に関する事項

①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

ア．取締役近藤光雄氏は、株式会社近藤組の代表取締役社長であります。

　なお、当社と株式会社近藤組との間には特別の関係はありません。

イ．監査役中川昌司氏は、有限会社中川瓦店の取締役会長及び佐渡瓦斯

　株式会社の代表取締役社長であります。なお、当社と有限会社中川瓦

　店及び佐渡瓦斯株式会社との間には特別の関係はありません。

ウ．監査役金子英明氏は、金子英明税理士事務所の代表であります。な

　お、当社と金子英明税理士事務所との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

ア．取締役近藤光雄氏は、当事業年度に開催された取締役会（臨時取締

　役会を含む）16回のうち３回に出席し、長年の会社経営に基づく豊富

　な経験と見識から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する

　ための助言・提言を行っております。

イ．監査役中川昌司氏は、当事業年度に開催された取締役会（臨時取締

　役会を含む）16回のうち14回に出席し、経営者としての長年のキャリ

－ 17 －



　アに基づく客観的な視点から意見を述べるなど、取締役会の意思決定

　の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　　また、当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席し、議案

　審議等に必要な発言を適宜行っております。

ウ．監査役金子英明氏は、当事業年度に開催された取締役会（臨時取締

　役会を含む）16回のうち13回に出席し、税理士の立場に基づく専門的

　見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を

　確保するための助言・提言を行っております。

　　また、当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席し、議案

　審議等に必要な発言を適宜行っております。

③　社外役員が子会社等から受けた役員報酬等の総額

　当事業年度において、社外取締役が当社の子会社から受けた役員報酬

等（当社の社外役員であった期間に受けたものに限る）の総額は150千円

であります。

④　会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または役員（業務執行

者であるものを除く）との親族関係

　該当事項はありません。

４．会計監査人の状況
(1) 名称

 　　 新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

報 酬 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 24,500千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の　
財産上の利益の合計額

24,500千円

　（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引

　法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区別できない

　ため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額には、これらの合計額を記載してお

　ります。

　　　　２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積り

　の算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399　

　条第１項の同意を行っております。

　(3) 非監査業務の内容

　　　該当事項はありません。

　(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ

ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に

関する議案の内容を決定いたします。
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　　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認

められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会

において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

　(5) 責任限定契約の内容の概要

　　　該当事項はありません。

　(6) 会計監査人が過去２年間に受けた業務停止処分

　　　該当事項はありません。
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５．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
　当社は、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制、その他、会社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するための体制の整備」について、「会社法の一部を改正す

る法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省

令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたことに伴

い、平成27年６月29日開催の取締役会の決議により「内部統制基本方針」の内

容を一部改定しております。

　改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制及び監査役監

査に関する体制について、当社グループの現状に即した見直し及び法令の改正

に合わせて、具体的かつ明確な表現へ変更したものであります。

(1) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に

適合することを確保するための体制

①　当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、当社子会

社の役員及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその

職務を遂行するための行動規範として「佐渡汽船の理念」及び「企業倫理

規程」を定める。

②　当社及び当社子会社に対するコンプライアンスの取り組みを統括・徹底

するため内部統制委員会を設置し、その取り組み状況を定期的に取締役会

及び監査役会に報告する。

③　当社が定めるグループ管理規程において、子会社の営業成績、財務状況

その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。

④　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮

断するための必要な体制を整える。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①　当社は、取締役会等の重要な会議の議事録のほか、各取締役が職務権限

規程に基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報は、文書

管理規程に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。

②　取締役及び監査役は、文書管理規程に従い、常時、これらの文書等を閲

覧できるものとする。

(3) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　コンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ等に係る損失の危険

（以下「リスク」という）を管理統括する取締役を任命し、当社グループ

全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程におい

てグループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
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②　当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図る

ため、「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、当社及び当社子会社の役職

員に周知する。

(4) 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確

保するための体制

①　当社は、三事業年度を期間とするグループ中期経営計画を策定し、当該

中期経営計画を具体化するため、毎事業年度ごとのグループ全体の重点経

営目標及び予算配分等を定める。

②　当社は、取締役の職務権限と担当業務を明確にするため、取締役会規則

を定め、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関す

る基準を定め、当社子会社においても、その規模等に応じ、当社の規程等

に準じた組織規程・職務分掌規程等の整備を行わせるものとする。

③　当社は、当社子会社の役職員に対し、法令遵守等に関する研修を行い、

コンプライアンス意識の醸成を図る。

(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

めの体制

①　当社は、当社及び当社子会社における内部統制の強化、充実を図るため

内部統制委員会を設置し、当社及び当社子会社の内部統制に関わる事項に

ついて審議する。

②　当社子会社の役職員からの内部通報は、当社の監査役に直接通報できる

と共に当社の内部通報制度を当社子会社に開放し、各社の役職員に周知す

ることでコンプライアンスの実効性を確保する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における

当該使用人に関する事項

　当社は、監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役から

要請があった場合は、速やかに適切な人員配置を行う。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人

に対する指示の実効性の確保に関する事項

①　監査役の職務を補助する組織は安全教育指導室とし、監査役が指示した

業務については、監査役以外の者からの指揮命令は受けないものとする。

②　監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、

あらかじめ監査役の同意を要することとする。
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(8) 監査役への報告に関する体制

①　当社の取締役及び業務執行を担当する取締役は、監査役の出席する取締

役会・常務会等の重要な会議において、随時その担当する業務の執行状況

の報告を行う。

②　当社子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社に著しい

損害を及ぼす恐れのある事実については、発見次第、直ちに当社の監査役

または監査役会に対して報告を行うこととする。

③　当社または当社子会社の内部通報制度の担当部署は、当社子会社の役員

及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に当社監査役に対して

報告を行う。

(9) 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを

受けないことを確保するための体制

　当社は、当社及び当社子会社の監査役へ報告を行った当社及び当社子会

社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役員及び使用人に

周知徹底する。

(10) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他

の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理に係る方針に関す

る事項

　監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく

費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請

求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認め

られた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①　代表取締役は、監査役会と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課

題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換

を行う。

②　当社は、監査役会が、独自に弁護士との顧問契約を締結し、または、必

要に応じて専門の弁護士、公認会計士の助言を受ける機会を保障する。

(12) 反社会的勢力排除に向けた体制整備

①　当社は、社会の秩序や安全を確保するため、「反社会的勢力に対する基

本方針」を定め、同方針に従った対応を徹底することで、社会の秩序や安

全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除している。
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②　当社は、反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として対応

すると共に、担当する役職員の安全確保に努める。また、平素より公益財

団法人新潟県暴力追放運動推進センター、警察及び弁護士等の外部専門機

関との連携体制強化を図ることとする。

③　当社は、反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然とした法的

対応を行うと共に、いかなる理由があっても事実を隠ぺいするための裏取

引及び資金提供は、絶対に行わない。

④　反社会的勢力排除に向けた対応については、総務部総務課を対応総括部

門とし、情報を一元管理して反社会的勢力に該当するか否かの確認を行

う。また、不当要求などの事案ごとに関係部署と協議のうえ対応する。

⑤　当社は、「反社会的勢力対応マニュアル」を作成し、対応担当部署だけ

でなく、関係部署にも配布して周知徹底を図るものとする。

(13) 当社の当該体制の運用状況の概要

　当社は、平成27年６月29日開催の取締役会の決議により「内部統制基本

方針」の内容を一部改定いたしました。当該変更の後にその趣旨、内容等

につきまして当社及び当社子会社に説明を行い、当社グループ全体への周

知を図り、対応を指示いたしました。

　当事業年度におけるその運用状況の概要は、次のとおりです。

　安全教育指導室は、内部統制委員会の事務局として、当社及び当社子会

社の内部統制全般の整備・運用状況をモニタリングし、金融商品取引法に

基づく「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行いました。

　併せて、その結果を四半期に１回、取締役会へ報告して業務の適正化に

努めると共に、必要に応じて当社及び当社子会社の従業員に対し、コンプ

ライアンス教育を実施し、内部通報制度についても周知を図りました。

　また、当社は、定期的に「グループ連絡会議」や「ＳＫＧ社長会」を開

催し、担当部署及びグループ各社間での情報の共有に努めました。
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貸　借　対　照　表
（平成29年12月31日現在） （単位：千円）

科 　 　 目 金 額 科 目 金 額
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

海 運 業 未 収 金

その他事業未収金

貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

船 舶

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア

電 話 加 入 権

リ ー ス 資 産

その他無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他 長 期 資 産

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

2,367,264

690,492

8,292

845,880

16,517

671,220

41,299

60,301

33,553

△293

10,071,777

9,157,630

5,484,706

1,924,742

159,702

11,078

167,493

195,772

66,008

1,034,745

113,380

183,530

111,975

16,279

37,875

17,400

730,616

160,671

470,498

4,697

79,223

14,535

1,042

△52

37,026

37,026

流 動 負 債 2,920,096
海 運 業 未 払 金 580,495
その他事業未払金 24,991
短 期 借 入 金 200,000
１年内返済予定の長期借入金 1,476,018
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 420,040
未 払 金 32,006
未 払 法 人 税 等 17,762
未 払 費 用 78,034
前 受 金 16,187
預 り 金 14,412
前 受 収 益 2,504
代 理 店 債 務 8,732
賞 与 引 当 金 12,637
リ ー ス 債 務 35,442
そ の 他 流 動 負 債 832

固 定 負 債 7,962,085
社 債 1,399,100
長 期 借 入 金 6,187,578
退 職 給 付 引 当 金 88,057
特 別 修 繕 引 当 金 115,944
関係会社事業損失引当金 61,791
資 産 除 去 債 務 15,091
リ ー ス 債 務 81,397
繰 延 税 金 負 債 11,266
そ の 他 固 定 負 債 1,860

負 債 合 計 10,882,182
純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,532,872
資 本 金 843,135
資 本 剰 余 金 681,125
資 本 準 備 金 680,992
その他資本剰余金 132

利 益 剰 余 金 20,871
利 益 準 備 金 125,000
その他利益剰余金 △104,128

繰越利益剰余金 △104,128
自 己 株 式 △12,259

評価・換算差額等 25,732
その他有価証券評価差額金 25,732

新 株 予 約 権 35,281

純 資 産 合 計 1,593,886

資 産 合 計 12,476,069 負 債 ・ 純 資 産 合 計 12,476,069
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損　益　計　算　書

（平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

営 業 収 益

海 運 業 収 益 (7,606,836)

旅 客 運 賃 4,044,195

自 動 車 航 送 運 賃 2,107,839

貨 物 運 賃 1,023,022

そ の 他 海 運 業 収 益 431,779

そ の 他 事 業 収 益 (477,025)

自 動 車 事 業 収 益 211,626

旅 行 業 収 益 265,398 8,083,861

営 業 費 用

海 運 業 費 用 (7,205,254)

運 航 費 5,182,377

船 費 649,229

事 業 所 費 用 1,373,647

そ の 他 事 業 費 用 (436,461)

自 動 車 事 業 費 用 203,198

旅 行 業 費 用 233,262 7,641,715

営 業 総 利 益 442,146

一 般 管 理 費 437,132

営 業 利 益 5,013

営 業 外 収 益

受 取 利 息 10

受 取 配 当 金 28,444

不 動 産 賃 貸 料 116,735

そ の 他 営 業 外 収 益 55,329 200,520

営 業 外 費 用

支 払 利 息 161,457

社 債 発 行 費 償 却 10,562

賃 貸 資 産 減 価 償 却 費 12,962

賃 貸 資 産 維 持 管 理 費 20,867

そ の 他 営 業 外 費 用 42,368 248,217

経 常 損 失 42,683

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 5,283

新 株 予 約 権 戻 入 益 24,984 30,267

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 1,720

固 定 資 産 除 却 損 10,967

関 係 会 社 株 式 評 価 損 2,024

関 係 会 社 事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額 61,791

減 損 損 失 95,801 172,305

税 引 前 当 期 純 損 失 184,721

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 7,846 7,846

当 期 純 損 失 192,567
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株主資本等変動計算書

（平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成29年１月１日　期首残高 843,135 680,992 28 681,020

事 業 年 度 中 の 変 動 額

自 己 株 式 の 取 得

自 己 株 式 の 処 分 104 104

当 期 純 損 失 （ △ ）

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― 104 104

平成29年12月31日　期末残高 843,135 680,992 132 681,125

株 主 資 本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成29年１月１日　期首残高 125,000 88,439 213,439 △18,481 1,719,113

事 業 年 度 中 の 変 動 額

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

自 己 株 式 の 処 分 6,224 6,328

当 期 純 損 失 （ △ ） △192,567 △192,567 △192,567

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― △192,567 △192,567 6,221 △186,241

平成29年12月31日　期末残高 125,000 △104,128 20,871 △12,259 1,532,872

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成29年１月１日　期首残高 24,674 24,674 66,570 1,810,358

事 業 年 度 中 の 変 動 額

自 己 株 式 の 取 得 △2

自 己 株 式 の 処 分 6,328

当 期 純 損 失 （ △ ） △192,567

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額(純額)

1,057 1,057 △31,288 △30,230

事業年度中の変動額合計 1,057 1,057 △31,288 △216,472

平成29年12月31日　期末残高 25,732 25,732 35,281 1,593,886
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計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年２月19日

佐渡汽船株式会社

取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 五十嵐　　　朗 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 清 水 栄 一 

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、佐渡汽船株式会社の平成29年

１月１日から平成29年12月31日までの第156期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行

った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬

による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経

営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及

びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般

に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に

計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る

ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手す

るための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計

算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査

法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算

書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評

価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産

及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。
以　上

－ 27 －



監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成29年１月１日から平成29年12月31日までの第156期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施
　状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその
　職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
　職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を
　図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、以下の方法で監査
　を実施しました。
　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
　　の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書
　　類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査
　　いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と
　　意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受
　　けました。
②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合す

ることを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業
集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容
及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、
取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を
受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職
務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第
131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細
書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
 ①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。
 ②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。
 ③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま

す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役
の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

平成30年２月21日
佐渡汽船株式会社　監査役会

常勤監査役 臼 杵 　 章 

社外監査役 中 川 昌 司 

社外監査役 金 子 英 明 
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成29年12月31日現在） （単位：千円）

科 　 　 目 金 　 額 科 　 　 目 金 額

資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

た な 卸 資 産

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 流 動 資 産

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

船 舶

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 及 び 運 搬 具

器 具 及 び 備 品

リ ー ス 資 産

土 地

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

その他無形固定資産

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

出 資 金

長 期 前 払 費 用

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 長 期 資 産

貸 倒 引 当 金

繰 延 資 産

社 債 発 行 費

3,889,449

1,848,577

1,000,951

827,089

13,634

204,820

△5,622

11,658,435

10,885,261

5,484,706

2,729,167

186,495

54,792

292,106

219,795

66,008

1,738,812

113,380

192,262

37,875

154,387

580,912

182,518

11,535

299,234

31,845

39,842

15,990

△52

37,026

37,026

流 動 負 債 3,727,732

支払手形及び買掛金 527,497

短 期 借 入 金 314,000

１年内返済予定の長期借入金 1,791,570

１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 420,040

未 払 金 95,831

リ ー ス 債 務 39,777

未 払 費 用 250,086

未 払 法 人 税 等 35,401

未 払 消 費 税 等 52,082

繰 延 税 金 負 債 4,396

賞 与 引 当 金 48,848

役 員 賞 与 引 当 金 4,300

そ の 他 流 動 負 債 143,904

固 定 負 債 9,503,817

社 債 1,399,100

長 期 借 入 金 6,914,281

退職給付に係る負債 832,288

役員退職慰労引当金 62,722

特 別 修 繕 引 当 金 115,944

資 産 除 去 債 務 27,627

リ ー ス 債 務 81,397

繰 延 税 金 負 債 61,890

そ の 他 固 定 負 債 8,568

負 債 合 計 13,231,549

純 資 産 の 部

株 主 資 本 1,897,131

資 本 金 843,135

資 本 剰 余 金 651,915

利 益 剰 余 金 442,291

自 己 株 式 △40,210

その他の包括利益累計額 26,133

その他有価証券評価差額金 26,133

新 株 予 約 権 35,281

非 支 配 株 主 持 分 394,816

純 資 産 合 計 2,353,361

資 産 合 計 15,584,910 負 債 ・ 純 資 産 合 計 15,584,910
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

海 運 業 収 益 及 び そ の 他 営 業 収 益 11,391,634

売 上 原 価

海 運 業 費 用 及 び そ の 他 営 業 費 用 10,347,901

売 上 総 利 益 1,043,733

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 957,034

営 業 利 益 86,699

営 業 外 収 益

受 取 利 息 87

受 取 配 当 金 4,690

不 動 産 賃 貸 料 77,613

そ の 他 営 業 外 収 益 63,280 145,670

営 業 外 費 用

支 払 利 息 172,544

賃 貸 資 産 減 価 償 却 費 23,806

賃 貸 資 産 維 持 管 理 費 16,015

そ の 他 営 業 外 費 用 52,656 265,021

経 常 損 失 32,652

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 24,749

新 株 予 約 権 戻 入 益 24,984

そ の 他 特 別 利 益 1,835 51,568

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 2,031

固 定 資 産 除 却 損 27,967

減 損 損 失 139,337 169,335

税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 150,419

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 48,297

法 人 税 等 調 整 額 △1,140 47,157

当 期 純 損 失 197,576

非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 4,248

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 201,824
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年１月１日から
平成29年12月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成29年１月１日　期首残高 843,135 651,203 644,115 △46,432 2,092,021

連結会計年度中の変動額

自 己 株 式 の 取 得 △2 △2

自 己 株 式 の 処 分 104 6,224 6,328

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

607 607

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△201,824 △201,824

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― 712 △201,824 6,221 △194,890

平成29年12月31日　期末残高 843,135 651,915 442,291 △40,210 1,897,131

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

その他有価証券評価差額金 その他の包括利益累計額合計

平成29年１月１日　期首残高 24,969 24,969 66,570 396,959 2,580,519

連結会計年度中の変動額

自 己 株 式 の 取 得 △2

自 己 株 式 の 処 分 6,328

非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動

△4,107 △3,500

親会社株主に帰属する
当 期 純 損 失 （ △ ）

△201,824

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

1,164 1,164 △31,288 1,964 △28,161

連結会計年度中の変動額合計 1,164 1,164 △31,288 △2,143 △227,158

平成29年12月31日　期末残高 26,133 26,133 35,281 394,816 2,353,361
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成30年２月19日

佐渡汽船株式会社

取 締 役 会 御 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 五十嵐　　　朗 

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 清 水 栄 一 

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、佐渡汽船株式会社の平成29年１月１

日から平成29年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、

連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚

偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制

を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書

類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に

重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、こ

れに基づき監査を実施することを求めている。

　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が

実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重

要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有

効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し

て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関

連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法

並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい

る。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、佐渡汽船株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算

書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。

以　上
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連結計算書類に係る監査役会の監査報告

連結計算書類に係る監査報告書

　当監査役会は、平成29年１月１日から平成29年12月31日までの第156期事業

年度に係る連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等

変動計算書及び連結注記表）に関して、各監査役が作成した監査報告書に基

づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から

その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めまし

た。

　各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、連結

計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、必要に応じて説明

を求めました。また、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監

査を実施しているかを監視及び検証すると共に、会計監査人からその職務

の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体

制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理

基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の

通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討い

たしました。

２．監査の結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

平成30年２月21日

佐渡汽船株式会社　監査役会

常勤監査役 臼 杵 　 章 
社外監査役 中 川 昌 司 
社外監査役 金 子 英 明 

以　上
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株主総会参考書類

議　案　取締役８名選任の件

取締役全員(７名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
　つきましては、コーポレートガバナンス体制の強化を図るため取締役を
１名増員し、取締役８名の選任(５名再任、３名新任）をお願いするものであ
ります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番　号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 、 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社の
株式の数

１
お

小
 

　
がわ

川
 

　
 

　
 

　
たけし

健
(昭和26年２月１日)

平成19年３月　当社代表取締役副社長
平成20年３月　当社代表取締役社長（現任）
（重要な兼職の状況）
税理士法人小川会計　代表社員（税理士）
株式会社ＫＢＳ　代表取締役
株式会社新潟事業承継パートナー　代表取締役
新潟・佐渡観光推進機構株式会社　代表取締役社長

12,000株

２
お

尾
 

　
ざき

﨑
 

　
ひろ

弘
 

　
あき

明
(昭和38年12月26日)

昭和62年４月　当社入社
平成24年４月　当社経営企画部長
平成26年３月　当社取締役総務部長兼経営企画部長
平成28年３月　当社常務取締役総務部長
平成29年３月　当社代表取締役専務（現任）

2,500株

３
さ

佐
 

　
とう

藤
 

　
けん

賢
 

　
いち

一
(昭和29年２月６日)

昭和52年５月　当社入社
平成９年４月　当社船長
平成21年３月　当社取締役海務部長及び安全統括管理者
平成24年３月　当社常務取締役海務部長及び安全統括管理者（現任）

2,200株

４
やま

山
 

　
なか

中
 

　
かず

一
 

　
ひで

秀
(昭和33年10月11日)

昭和57年３月　当社入社
平成21年10月　佐渡汽船営業サービス株式会社取締役
平成24年３月　当社取締役本社統括部長
平成25年12月　当社取締役本社統括部長兼旅行販売部長
平成28年１月　当社取締役営業部長（現任）

6,100株

５
わた

渡
 

　
なべ


 

　
ゆき

幸
 

　
え

計
(昭和44年８月20日)

平成５年４月　当社入社
平成29年２月　当社経営企画部次長（部長）
平成29年３月　当社取締役経営企画部長（現任）

1,000株

６
※

の

野
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
さとる

悟
(昭和40年６月25日)

平成元年４月　当社入社
平成28年１月　当社本社統括部長（現任）
（重要な兼職の状況）
両津南埠頭ビル株式会社　代表取締役社長

2,000株

７
※

い

伊
 

　
とう

藤
 

　　　
ひかる

光
(昭和37年５月22日)

昭和56年８月　郵政省入省
平成15年３月　相川郵便局 局長
平成28年６月　日本郵便株式会社退社
平成28年７月　佐渡市副市長（現任）

－株

８
※

ひろ

廣
 

　
せ

瀬
 

　
とし

俊
 

　
み

三
(昭和33年８月15日)

昭和56年４月　東急道路株式会社入社
昭和58年２月　東急道路株式会社退社
昭和58年３月　株式会社広瀬組入社
平成５年４月　株式会社広瀬組 代表取締役社長（現任）

4,800株
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（注）１．※印は新任の取締役候補者であります。
　　　２．取締役候補者小川　健氏は、株式会社ＫＢＳの代表取締役を兼務しており、当社と同

社の間で業務委託契約を締結しております。
取締役候補者小川　健氏は、新潟・佐渡観光推進機構株式会社の代表取締役社長を兼
務しており、当社と同社の間で業務委託契約を締結しております。

　　　３．その他の取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
　　　４．取締役候補者伊藤　光氏は、長期にわたり、郵政に携わってきた豊富な経験と、佐渡

市副市長として、地域の活性化に尽力してきた経歴を生かし、その経験を通じて培わ
れた社会的信用と幅広い見識を当社の経営に展開していただけるものと判断いたしま
した。

　　　５．廣瀬俊三氏は、社外取締役候補者であります。なお、同氏の選任が承認された場合、
当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

　　　６．社外取締役候補者の選任理由について
　　　　　廣瀬俊三氏は、他の会社の経営に長期にわたり関わってきた豊富な経験を生かし、そ

の経歴を通じて培われた幅広い見識を当社の経営の監督に生かしていただけるものと
判断いたしました。

　　　７．伊藤　光氏及び廣瀬俊三氏の選任が承認された場合は、当社は両氏との間で、会社法
第423条第１項に関する責任について、定款第28条により法令が規定する額とする責任
限定契約を締結する予定であります。

以　上
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佐渡東警察署

旅館専用
駐車場

一般有料
駐車場

両津港
ターミナルビル

佐渡汽船㈱
本社会議室(３Ｆ)

株主総会 会場のご案内
■会場／新潟県佐渡市両津湊３５３番地

　　　　佐渡汽船株式会社 本社会議室

　　　　ＴＥＬ ０２５９-２７-５１７４

新潟港

両津港


